
５月
教室改訂版

2025年４月１日から東京都カスタマー

・ハラスメント条例が施行されます。
企業は基本方針を示すマニュアルを作

成し、未然防止、発生時の対応、発生後

のケアなど、事業主は社内、社外に周知

させる義務が課せられます。車内迷惑行
為への対応と根拠について学びましょう。


